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東・東南アジアにおけるデジタル経済圏、
商業圏、そして生活圏

河又 貴洋＊

Ⅰ．はじめに

今 日、情 報 通 信 技 術（ICT）の 発 達 は
「XxxTech」と表現されるように、さまざま
な分野における技術の浸透により、それらの分
野における産業構造や開発手法、そして財や
サービスの在り方すら根本から変革する様相を
呈してきている。とりわけ、金融分野における
FinTech の隆盛は、既存の産業のみならず関
連近接分野から新たなプレイヤー参入が新規分
野を開拓しようとしている。これにより情報通
信技術をめぐる産業生態系はそれを取り巻く環
境系をも大きく変化させるかもしれない。

本論文は、東アジア（日本・韓国・中国）及
び東南アジア（タイ・インドネシア・ベトナム
他）のデジタル市場（移動・有線通信とそのサー
ビス、コンテンツやアプリケーションを含む）
の潜在性を検討するものである。また、ICT
の動態的発展を SNS や“FinTech”といった
次世代的展開を踏まえ、モバイル決済や電子商
取引を ICT ビジネスの生態系の観点、ならび
に各国の政治・文化的領域における技術軌道の
経路依存性や社会的受容の観点から捉えようと
するものでもある。

さらに、市場構造の新たな枠組みを階層的か
つ地理学的領域をもって提示する。具体的に

は、消費者たる住民を基にした「生活圏」、地
域ないし国内の供給業者が形成する「商業圏」、
ならびにグローバルなプラットフォーマーがそ
のビッグデータを駆使して支配する「経済圏」
である。これらの圏域は、技術的・制度的な軌
道とともに、地理や歴史を背景とする文化・政
治的固有性を有する。とりわけ、電子商取引に
おいては、コンテンツやサービスの取引のみな
らず、電子マネーにクレジットカード信販と
いったデジタルでの支払いや清算をも含め、文
化的文脈ないし政治的な政策枠組みを反映する
ものである。たとえ、国家間の互換的な清算シ
ステムが確立されていたとしても、その運用に
おいて固有性がありうる。FinTech によって
推進される電子商取引の分野においては、イン
ターネット上のサービス提供業者（アマゾンや
アリババのようなオンラインショップ、テンセ
ントやカカオトーク、ライン、フェイスブック、
ツィッター、インスタグラムといった SNS 提
供業者）と、金融サービス事業者（クレジット
カード会社、銀行、保険、信販会社など）との
間では利用者のアカウント情報をめぐる覇権争
いが繰り広げられている。最後に、このような
デジタル経済のアジア地域における地政学から
地経学ともいえる争点を議論する。
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Ⅱ．地政経学としての ICT政策と
市場戦略

地政学（Geo-politics）は人文地理学の一部
であり、国際政治と地理学がいかに関わってい
るかを理解する一助となりうる。また、地経学
（Geo-economics）は地政学のもう一方のアプ
ローチであり、地理学上の活動や理論を構築し
ていく上で経済学の役割に焦点を当てたもので
ある（ブレマー＆御立、2015）。地政学は一般
的に「領土戦略の実践とその表現」（Gilmartin
and Kofman, 2004, p.113）として国際関係論と
同様のものと見られがちであるが、相互依存関
係の広域化及び深化ゆえに、国境を越えたネッ
トワークの観点からグローバル社会を理解する
ことが必要である。このことはまた、フルセッ
ト型の国内経済からグローバルに展開するバ
リューチェーンへの移行を意味するものでもあ
る。その意味で、産業はグローバルな環境にお

ける一つのシステムと見做すことができる。と
りわけ ICT 産業はそれ自体がヒト、モノ、カ
ネそして情報のグローバル・ネットワークを通
じた流通を支援するさまざまな産業群によって
形成されており、グローバルな視点が不可欠で
す。なお、ここでネットワークの概念は地政学
及び地経学における越境する手段であり相互に
接続されたノード（結節点）の集合体である。

一方、ICT 産業生態学に関するフランズマ
ン・モデルは産業間の取引構造（垂直構造）に
よって4つの階層からなる（図1参照）。しか
しながら、これらの階層にわたるサービス基盤
の競争環境を考慮すれば、この生態系には競争
優位をめぐり地殻変動がみられ、動態的変化が
もたらされている。すなわち、規制下における
国内市場の統合ネットワークとしてのインフラ
ストラクチャー層は寡占競争状態にあり、国外
とは共有インフラとしての海底ケーブルや衛星
システムを通じて相互連結されている。インフ

図1 先端 ICT 生態系（エコシステム）修正モデル

出所）Fransman (2010)，p．9を改編
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ラへのアクセスはさまざまなネットワーク要素
（交換中継装置から伝送ケーブル、基地局、そ
して端末装置）によって構成されるが、インフ
ラ装置は寡占市場であったとしても競争環境下
にあり、端末装置市場においてはグローバル競
争下にある。特に携帯端末としてのスマート
フォンの市場は機能強化を推進しながらも価格
競争に陥るグローバル競争が甚だしい市場であ
る。それに対して、上層の階層はソフトウェア
（OS から API までの）プラットフォームを提
供するサービス産業群で、最上位にはデジタル
コンテンツやゲームなどのサービスを提供する
産業群が生態系をなしており、これらの産業が
相互に水平的には競争し、垂直的には共存共生
しながらも環境変化（技術革新を伴う生態系自
身の変化や関連産業群の業態変化を含む）への
適応圧力に晒されている。例えば、今日の Fin-
Tech の隆盛は金融サービスのデジタル化の推
進に伴い、ビッグデータの構築・活用から人工
知能（AI: Artificial Intelligence）の適用に伴っ
て、他業種との融合ないし競合状態が促進され
かねない状況を呈している。しかしながら、最
上位階層においては携帯端末をセンサーとしな
がら最下位層にデータセンターを構築すること
により新たなサービス展開をもくろむプラット
フォーマーの出現が、国際政治的（安全保障問
題や個人情報保護政策をめぐり）・文化特性的
（電子マネーの受容とコミュニケーション文化
の相違に関わり）特殊市場（経済圏）を創出し
てきている。

Ⅲ．サービス・コンテンツ階層での
プラットフォーム支配をめぐる
競争的進化

スマートフォンの普及は ICT 産業の生態系

において、上位の2階層で特に API（Applica-
tion Programming Interface）は競争が激化し
てきている。というのもアプリケーションを介
して提供されるサービスやコンテンツは膨大か
つ多様化し、それらのアプリケーションをめぐ
るプラットフォーム構築によって集約される顧
客データが提供業者の「商業圏」のみならず「経
済圏」を形成するからである。そして、ユーザー
間でマッチングを行い、製品やサービスの顧客
（広告主）情報をユーザーへ提供しやすくし、
ネットワーク上での価値交換を促すことで、あ
らゆる参加者（ユーザーと供給業者）が「価値
創造」できるようにしている（Ｇ．パーカー他、
2018、p．24）。

一方で、市場支配力を有するサービス・プロ
バイダー、いわゆるプラットフォーマーもまた
出現してきている。しかしながら、この次元は
市場メカニズムの普遍性をもって具現化された
商品とは異なり、政治や文化、社会的嗜好、そ
して社会構造の違いを強く反映した消費ないし
利用の形式を有する分野となる。それゆえに、
政治的思惑や「選択的接触（selective expo-
sure）」もまた投影され、政治的分極化を招く
こともある。

アジアのこれらの市場は、地政学と地理学を
考慮した、まさに社会文化的側面の投影であ
る。この地理学的社会文化的側面は、アジア地
域の特徴を描出するためにも、工学分野におけ
る 一 般 的 な 解 釈 の「情 報 地 理 学（geo-
informatics）」を超えて、地政経済学の文脈に
おける社会情報学の観点から捉える必要があ
る。

3‐1．アジア諸国の主要なインターネット
ビジネス

アジア地域の地政経済学を象徴しているの
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が、表1に示す「主要なアプリ・サービスおよ
びコンテンツ・プロバイダー、そして電子マ
ネー」のリストである。

グーグルやファイスブック、ツイッターは米
国発の SNS であるが、世界的に普及する中各
国の特性を浮き彫りにする独自の API を有す
るアジア諸国においても普及している。日本で
最も人気があるチャット＆メッセージサービス
は LINE であり、韓国ではカカオ・トーク
（Kakao Talk）である。また、日本では米ア
マゾンと競合する楽天やヤフーのようなオンラ

インショップも存在している。韓国でも「クー
パン」（Coupang）という独自のオンライン
ショップが支配的地位を確立しており、ソフト
バンクはこれに出資している。中国の場合は、
グーグルやファイスブックの国内利用を認めて
おらず、それらに代わって検索エンジンの百度
（Baidu）や SNS の微博（Weibo）が同等のサー
ビスを膨大な数のユーザーに提供しており、オ
ンラインショッピングの市場ではアリババ（阿
里巴巴）のタオバオ（淘宝網）が支配的である
が、「京東」（JD.com）が追随し、米アマゾン

表1 アジア諸国における主要なアプリ・サービス＆コンテンツ・プロバイダー、そして電子マネー

米国 日本 韓国 中国 インドネシア タイ ベトナム
オンライ
ンショッ
ピング

Amazon Amazon Amazon (Amazon)
(Alibaba) Alibaba (Alibaba)

Tokopedia
Lazada

Alibaba-
CP group
Lazada Lazada

Rakuten
Yahoo!
Merkari

Coupang JD.com Bukalapak
Shopee

Tik/
Sendo/
Lamido
(Facebook)

検索
エンジン
＊1

Google
Yahoo!

Yahoo Japan
Google

Google Baid Google Google Google

SNS＊2 Facebook,
Twitter,
Pinterest
Instagram

Facebook,
Twitter,
Mixi,
Instagram

Facebook,
KakaoStory
Twitter

Qzone,
Sina Weibo,
Baidu Tieba,
Tencent
Weibo

Facebook,
Google+

Facebook,
Google+,
Instagram

Facebook,
Google+,

メッセン
ジャーと
チャット
のアプリ
＊2 Facebook

Messenger

LINE,

Facebook
Messenger

Kakao-Talk,

Facebook
Messenger

WeChat

BlackBerry
Messenger
(BBM),
WhatsApp,
Facebook
Messenger

LINE,

Facebook
Messenger

Zalo,

Facebook
Messenger,
Skype

電子
マネー

PayPal
VISA/
MasterCard
‘Apple Pay’
‘Google Pay’

Suica, Waon,
T-Point,
Ponta,
nanaco,
Rakuten
Edy (NTT)
‘Apple Pay’
‘Google Pay’
LINE-Pay
Pay-Pay

‘Chocos’,
‘acorns’,
T-money,
eB Card
(chashbee)

UnionPay
‘Alipay’
WeChat
Payment

Flazz Card,
Espay
(Emtek)

Rabbit,
E Payment,
TrueMoney

momo

注）＊1 StatCounter GlobalStats [http://gs.statcounter.com/]
＊2 we are social, “Digital in 2016” restricted online from [http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016]
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も中国市場でサービスを行っている。さらに、
チャット・サービスでは （Tencent）が
WeChat を提供し、市場を席巻している。

東南アジアでは、オンラインショップ市場に
おいてラザダ（Lazada）がインドネシア、タ
イ、ベトナム、マレーシア、フィリピン、シン
ガポールで事業を展開している。インドネシア
のメッセージ＆チャット・サービス市場は独特
で、カナダのブラックベリーが提供するメッセ
ンジャー BBM が支配的である。タイプ入力に
親和性を有するインドネシア国民に第3世代携
帯電話の時代から受け入れられた結果でもあ
る。ベトナムの IT 企業 VNG が開発したザロ
（Zalo）も独自のモバイル・メッセージ・サー
ビスのアプリとしてベトナム国内に普及してい
る。一方、タイでは日本の LINE も人気アプリ
の一つとなっている。このように API 市場に
おいてはアジア諸国のコミュニケーション文化
の特徴を反映した開発・普及が見られるところ
である。

3‐2．アジア諸国の主要なオンライン金融
ビジネスと多文化世界

主要な API サービスに加えて、金融サービ
スを組み込んだ ICT 事業も注目に値する。アッ
プルは自社の「アップルペイ」を日本に導入す
る際、日本で最も普及している JR 東日本の
フェリカ・システムのスイカ（Suica）を iPhone
に組み入れた。アリババはオンラインショッピ
ング事業を中国市場のみならず東南アジア諸国
に展開するに当たって、自社の電子マネー「支
付宝（アリペイ）」（Alipay）を顧客のスマート
フォン・ウォレット（財布）の中に忍び込まそ
うとしている。また、アリババは日本市場への
進出をも狙っているが、日本顧客の銀行口座を
経由した電子決済に対し、日本の銀行からは個

人情報の流出を懸念して協力を拒絶された1。
これら API による電子マネーを活用した電子
決済サービスは、アジア各国の取引上の信頼関
係の商慣習に基づく制度通貨システムを反映し
て、独自の発展経路を示している。決算方法と
してあなたは何を選ぶであろうか。即決払いの
現金あるいはデビッドカードでの支払いだろう
か。前払いのプリペイド・カードか、クーポン
付きのポイントカードで支払うだろうか。それ
ともクレジットカードでの後払いを選択するだ
ろうか。これらの決済手段の選択には、Ｇ．ホ
フステードらのいう「社会というゲームの規
則」によって形づけられる「メンタル・ソフト
ウェア」としての文化による違いが顕在化して
いる（Hofstede, G., G. J. Hofstede, and M.
Minkov (2010)）。さらに制度的には、クレジッ
トカードのように、銀行口座からの引き落とし
の際の信用供与システムでは、支払い能力に関
する信用が確立されているかどうかによって決
済方法が制限される。現金自動預け払い機
（ATM: Automatic Teller Machine）および接
触型支払いシステム（FeLiCa 技術のような）
はそれら自身の端末システムを必要とするの
で、これらの現金引き落としやプリペイドの積
み増し決済の利用はそれら端末装置の普及状況
に依存する。クーポン（割引サービス）を含む
プリペイドカードの利用のためには、銀行口座
からの引き落としとは別のシステムが必要であ
る。

このための専用システムの普及にかかわら
ず、既に広く使用されている携帯端末装置とし
てのスマートフォンを利用すれば、その用途範
囲は急速に拡大する可能性がある。すなわち、
QR コードを用いた携帯決済システムは、電子
財布における電子マネーの保有額の増加を促進
することになる。現実に、中国では現金システ
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ムが偽札や両替システムの不備、紙幣自体に対
する不潔感の問題から十分な流通がなされてお
らず、遠隔での決算処理には銀行を介するコス
ト高が認識されていたところに、オンライン
ショッピングのアリババのアリパイや SNS
チャット・サービス WeChat のテンセントの
「微信支付」（WeChat Payment）が加入者の
銀行口座やクレジットカードの登録を要する電
子財布での自社の決済サービスとともに QR
コードによる他業種決済への利用や知人間での
送金サービスが拡大することにもなり、今や
QR コード決済でキャッシュレス化が急速に浸
透してきている。このことはまた、巨大な商品
市場や膨大な SNS 市場を有する中国におい
て、これまで各種の商品の存在自体をリアルな
商店で認識・確認できなかった現実を、ネット
空間を介して知ることになり、即決で決済が可
能であることから消費者の購買意欲を高めるこ
とにもなった。SNS 市場でも中国の利用者に
とって、多様な知人・友人との交流を WeChat
を利用することで実現している。ここで興味深
いのは、WeChat の「モーメンツ」機能で友人
との情報共有を図る際、共通の友達以外とのコ
メントや「♡いいね」ボタンの情報は共有され
ない設定になっており、日本の LINE のグルー
プ設定での情報共有や Facebook のタイムライ
ンのように共通の知人以外にも情報が共有され
ることがないという点である。つまり、中国で
の交友関係は個人にとっての多様性を尊重した
ものになっている。このように各国のコミュニ
ケーション文化と商習慣の多様性がオンライン
ショッピングや SNS 市場にもその特性を色濃
く反映して、ネット・サービス市場競争が展開
されている。

一方で、ICT の競合関係は先端技術をめぐ
る知的財産権の問題や個人情報保護に係るビッ

グデータの所有・管理問題について、アジア諸
国の政策スタンスを色濃く投影するものとも
なっている。とりわけ、中国と米国との間では
熾烈な鍔迫り合いが繰り広げられている。中国
政府の当該分野における管理統制・規制下で
は、米国企業の中国の当該分野への参入は制約
を受けている。具体的には、フェイスブックは
2009年以降中国では利用することができず、ツ
イッターやグーグルの検索エンジンとマップ、
動画配信サービスのユーチューブ（YouTube）
も2010年以降中国本土では利用できなくなって
いる。また、アップル社は中国でクライド・サー
ビスの拠点を置き、仮想専用網（VPN）アプ
リケーションを販売しているが、「中華人民共
和国サイバーセキュリティ法」（以下、「サイ
バーセキュリティ法」と称す）が2017年6月に
施行された後に、その事業を中国企業に譲渡す
ることとなった。その間に、米国政府はイラン
制裁違反で中国の中興通訊（ZTE）と華為技
術（Huawei）に対する制裁を課した。その結
果、中国2社の通信機器取引は、貿易輸出規制
の違反および「バックドア」および「キルスイッ
チ」プログラムを使用した活動の盗用の恐れに
より禁止された2。この問題は、現在の「米中
貿易戦争」の争点のみならず、オーストラリア
政府をはじめ米国の同盟国において5Ｇ（第5
世代）モバイル通信設備の導入で Huawei と
ZTE を締め出すことにもなってきている。

ICT 市場は、グローバル標準をめぐる技術
優位と競争力を通じて発展してきたが、ここに
来て地理学的地域性における独自の社会経済
的、政治的および文化的特性に対する理解が求
められるようになってきている。換言すれば、
ICT の分野は、技術的なグローバル標準戦略
から文化的かつ社会政治的文脈を基盤とする
「グローカル（Global + Local）」な戦略への拡
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張が求められてきているともいえる。

Ⅳ．「生活圏」「商業圏」および「経済圏」
のモザイク図

技術は普遍性と汎用性を追求し、標準化を
もってグローバル化していくが、文化経済はそ
の地域において独自の方法で進化する可能性が
ある。情報経済は技術に基づきながらも、地域
の独自性はコンテンツやアプリケーションに
よって実証されてもいる。そこには技術への注
目から文化への関心へのシフトがある。「ガラ
パゴス」現象は、技術戦略上の問題ではなく文
化現象である。

一方で、サービス部門では、プラットフォー
ムとしてのユニバーサルな地位を確立したビジ
ネスにおいて支配的な地位を占める企業も出現
している（Evans, D.S. and R. Schmalensee
(2016), Parker, G.G.,etc. (2016), McAfee, A. and
E. Brynjolfsson (2017), and Moazed, A. and N.L.
Johnson (2016)）。それに対して、日本は携帯電
話機ビジネスでなぜ「ガラパゴス」となったの
か？技術的側面のみを見るのであれば、その核
心を逃してしまうことになろう。新幹線が海外
で採用されていないという事実は、技術的また
は経済的（コスト）問題の結果というよりはむ
しろ文化的要因である3。新幹線のようなシス
テムを日本以外の国で運用することは可能であ
ろうか？日本の文化の精密さはグローバルビジ
ネスを妨げている。同様のことは、携帯電話機
ビジネスにおいてもみられる。スマートフォン
に対峙するフィーチャー・フォンの象徴的なモ
デルとして、日本では国内特定一事業者専用モ
デルが普及し、ガラパゴス化の例として「ガラ
パゴスケータイ」略して「ガラケー」が取り上
げられた。携帯端末の要素技術的にはスマート

フォンに引けを取らないガラケーがなぜ日本で
は普及し、根強い人気を博したのか。そこに、
ネットワークシステムを構成するテクノロ
ジー、サービス、およびコンテンツは、各地域
および国の文化的価値を反映する傾向があり、
片手でのテンキー日本語入力の“精密さ”は日
本のユーザーによって社会（文化）的に受容さ
れた。

このような社会文化的受容は、AI（人工知
能）や IoT（Internet of Things）、ビッグデー
タ（Big Data）に関心が集まる次世代の技術が、
われわれの「生活圏」（地域性を有する個々人
の活動領域）から「商業圏」（顧客特性を踏ま
えた事業領域）、そして「経済圏」（地域性を超
越した経済基盤を有する―プラットフォームの
確立による―交易領域）にどのように浸透（社
会的受容 Social Shaping）されていくのかを考
察することでもある。先に示した「表1．アジ
ア諸国における主要なアプリ・サービス＆コン
テンツ・プロバイダー、そして電子マネー」に
おいては、「アップル文化」（Apple Culture）
を標榜するアップル社や「グーグル帝国」と称
されるアルファベット（Alphabet）陣営、そ
して、オンラインショッピングの「Amazon 経
済圏」や SNS のフェイスブック（の場合、広
告媒体としてのビジネスを中心に）はプラット
フォーマーとしてグローバルにビジネスを展開
して「経済圏」を拡張してきている。これら米
国企業とは国境を隔てて対峙する中国市場での
アリババやテンセントが国内の巨大市場を「商
業圏」としながらも東南アジア市場に「経済圏」
を伸長してきている。日本の特殊な国内市場に
おいては、オンラインショップの楽天やヤ
フー、加えてメルカリが「商業圏」を確立し、
LINE がチャットアプリを中核に国内のみなら
ずタイや台湾へ触手を伸ばしている。これらの
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動向で見逃すことができないのが、電子マネー
の導入状況であり、アマゾンはクレジットカー
ド決済を基本としながらもギフトカードを通じ
て独自の顧客資金をプールし、アップル社と
グーグルはそれぞれに ApplePay と Android-
Pay を導入している。中国のアリババとテンセ
ントは、ネットビジネスからリアルな小売産業
へも独自の電子マネー Alipay と WeChat Pay-
ment を加入登録者のスマートフォン用財布
（wallet）に蓄えさせている。日本のインター
ネットビジネスのプレイヤーも独自の電子マ
ネーの導入・普及を急いでいるが、いまだ緒に
就いたばかりといったところである。

これらの展開を踏まえて、「商業圏」と「経
済圏」の攻防を見定めるにキャッシュレス経済
の進展が試金石となりうるものである。図2は
主要国におけるキャッスレス決済率（2015年）
を示したものである。
1997年にアジア経済危機を経験した韓国は、

クレジットカードの普及政策を進め、デビッド

カードとともにクレジットカードの利用を中心
に最もキャッシュレス化が進行した国となって
いる。また、マイナンバー制度（「住民登録番
号」）の浸透とデジタル化の進展がクレジット
カード利用を促す基盤となったことも考えられ
る。一方、中国においては前述のように、QR
コード決済の急速な普及以前、与信審査や信用
情報が未発達な中で、デビットカードとして銀
聯カード（UnionPay）の利用がキャッシュレ
ス化を促し、経済発展（消費拡大）をもたらし
た。その後を米欧諸国が追随する形になってい
るが、キャッシュレス化が進んでいない先進国
として日本とドイツが挙げられる。現金信仰と
の言えるほどのキャッシュレス化の低い値であ
るが、それだけ現金への信用が厚く、モノづく
りを中心として産業化（工業化）を成功裏に推
進してきた国である共通項の中に、制度・文化
的要因が考えられ得る。工業化は通貨の安定を
もって計画的に生産体制を整える必要があり、
このような成功体験が現金への信認を与えてい

図2 キャッシュレス社会―主要国のキャッスレス決済の割合―

出所）経済産業省（2018）『キャッシュレス・ビジョン』報告書より作成
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る。ただし、日本の場合はマイナンバー制度が
十分に行き渡らない状況を鑑みるに、多様な決
済手段をもってその消費行動を分別していると
もいえよう。とりわけ、匿名性を有する現金決
済が中心である一方で、ポイントカード・シス
テムの普及は、少額決済におけるポイント還元
サービスへの期待志向（「お得感」）が国民性を
表出している。

生活に見られる文化特性は、市場におけるモ
ザイク状の多層的セグメントを構築する。ここ
に、「生活圏」を中心としながらも、地域特性
を生かした「商業圏」のサービス領域を嗜好し
ながら、プラットフォーマーが提供するより選
別された商品やサービスを彼らの領域としての
「経済圏」に取り込まれることで享受する。そ
して、文化は各地域で歴史性を有する制度に
よって形成される。電子マネーの採用の場合、
技術軌道と同様に、信頼形成に係る制度や商習
慣、慣習に基づく経路に依存することになる4。
例えば日本の場合、現金を尊重する文化では、
電子マネーやクレジットカードは国内での補完
的な決済手段であり、クレジットカードは高額
な支払いで、プリペイド型やクーポン利用の電
子マネーは少額の決済にと、使い分けられてい
る。それとは対照的に、韓国はマイナンバー制
度をもって先端の情報政策を戦略的に展開し、
それによってコンビニエンスストアでの少額決
算にあっても国内の電子商取引でクレジット
カードを利用するようになった。一方、中国で
はアリペイやウィチャットペイメントのような
スマホ決済での電子マネーは、偽造貨幣や両替
の問題を回避するため、現金の代替的決済手段
となってきていると同時に、デビットカードの
銀聯カードが国内のみならず国外でのショッピ
ングの決済手段として利用されている。その上
さ ら に、中 国 で は「芝 麻 信 用」（“Sesame

Credit”）が取引における当事者が信頼できる
者であるのかどうかを判断するシステムを、中
国アリババグループの関連企業が開発し、そこ
で示された指標によって信用が供与される。こ
れらの状況のように、東アジア諸国では文化的
コンテキスト、特に決済手段における信頼形成
の仕方に影響される制度変化の経路依存性が見
受けられる。換言すれば、日本人は内輪の論理
の中で精密性を有し信頼性のある現金を、購入
履歴が明示化されない匿名性の高い決済手段と
して信じる傾向にあり、韓国人は信用を供与さ
れたクレジットカードのシステムでの後払いを
嗜好し、中国人は自らの情報をサイバースペー
スで自発的に提供する傾向にあり、それによっ
て信用度について評価され、その評価に基づき
サービスを受けることを所望していると言えよ
う。

しかしながら、キャッシュレス化の動向を電
子商取引（オンラインショッピング）市場の拡
大や金融市場のデジタル化とともに捉えてみれ
ば、今後の経済の諸活動において非キャッシュ
レス化がボトルネックとなりかねない。

Ⅴ．結びにかえて～アカウント認証と
信用をめぐる相克～

サイバー空間における「生活圏」「商業圏」
「経済圏」の拡がりと電子マネーを介した取引
の増加を見込む上で、基盤となるのが顧客デー
タの集積・管理・運用とともに個人情報に係る
信頼性の確保である。これらの点についても国
境を隔てた文化的要因がモザイク状で多層的な
地政経済学とともに情報通信サービスと金融
サービスとの業際化の動きを描出してきてい
る。図3はアカウント認証をめぐるビッグデー
タの争奪戦を図解したものである。
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インターネットのサイバー空間における個人
認証はアカウント（銀行の場合口座ということ
になる）の開設により、その後の個人特定が可
能になる。そして、このアカウントを通じて各
種サービスの履歴が電子データとして蓄積され
ていく。具体的には銀行や証券会社、信託銀行、
保険会社などの金融サービスでは、顧客の口座
番号（アカウント）によって資産を管理してい
るということで、信用供与の基となる財産デー
タを保有している。そして、クレジットとプリ
ペイド、デビッド等各種カード会社は、カード
加入登録において支払口座からの引き落としを
信託され、カード所有者の購買履歴データを保
有・管理している。一方で、サイバー空間にお
ける情報通信サービス事業者（通信事業者から
インターネットサービス供給業者、アプリを通
じたサービス業者まで）は、提供サービスに係
る利用者の行動履歴データを入手している。こ
れらの一個人の特定にもつながる各種データを
ビッグデータとして所有・利活用のビジネス
が、消費者（買い手）の「生活圏」を供給業者
（売り手）の「商業圏」と結び付け、より広範

な「経済圏」のプラットフォームの中に取り込
むことで勝機をつかむことになる。具体的に、
アマゾンと JP モルガンとが貸付と銀行業務で
提携したり、アップル社がゴールドマン・サッ
クスと決済と融資業務での提携を発表したり、
アマゾンが独自の銀行を設立するのではといっ
た話が、FinTech 開発に係わりながら話題と
なっている。また、アリババやテンセントが金
融ビジネスに乗り出すといった動きも見られ
る。

しかし、そこで問われるのは個人情報の保護
に係る信頼確保の取り組みである。表2はデー
タ覇権をめぐって各国間で繰り広げられている
情報政策とプライバシー規則に関するアプロー
チを主要国・地域についてまとめたものであ
る。米国のプライバシー政策は原則自由であ
り、産業を中心に公正取引に準じて執り行われ
るスタンスを取っているが、EU（欧州連合）
においては、プライバシー情報の主導権を個人
におき、原則として個人の同意が必要とする日
本や韓国と同類のスタンスを取っているが、
2018年に「EU 一般データ保護規則」（GDPR;

図3．アカウント認証をめぐる闘争
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General Data Protection Regulation）を施行
し、個人データの越境移転に一定の縛りをかけ
ている。日本は EU との間で、2018年7月に相
互の円滑な個人データ移転を図る枠組みの構築
に関して最終合意に達し、相互の個人データ保
護のための枠組みについて同等性を認め、その
保護水準について十分性を認定することにな
り、2018年1月をもってデータ移転の安全性を
相互に認める「世界最大のエリア」を形成する
ことになった。また、アジア太平洋経済協力
（APEC: Asia Pacific Economic Cooperation）
においては2011年以来「越境プライバシー保護
ルール」（CBPR: Cross Border Privacy Rules）
の枠組が開始されており、2018年3月時点での
正式参加国はアメリカ・カナダ・メキシコ・日
本・韓国・シンガポールの6か国である。

一方、中国は「中国サイバーセキュリティ法」
を2017年に施行し、「中国電子商取引法」を2019
年発効予定であり、国家にデータ管理と利用の
主導権を位置づけ、管理統制を強めてきてい

る。このことが、2018年春に火ぶたを切った米
中貿易戦争における両国の疑念材料ともなり
ファーウェイ幹部の拘束・逮捕問題にまで至っ
ている。

相手を直接確認できないインターネット空間
で信頼を獲得する方法は、現実空間で培われた
信頼形成の文化的根拠によって異なりうる。経
済学は、非対称的な情報の条件下で「シグナリ
ング」（発信）と「スクリーニング」（振分け）
によって情報源を選別することを示唆した。情
報をもっている集団が情報のない集団に対して
私的情報を明らかにする「シグナリング」（発
信）によって理解、信頼を得る。他方、情報の
ない集団が情報のある集団に情報を明らかにさ
せるために「スクリーニング」（振分け）を行っ
て、確かな信頼できる相手を見極める。信頼構
築のプロセスと範囲は、アジア市場における「生
活圏」から「商業圏」、「経済圏」までのモザイ
ク状の多層セグメントを形成することになる。

日本の場合、多くの人が現実空間と仮想空間

表2 データ覇権をめぐる情報戦略とプライバシー・ルールに関する新たな紛争

米国 韓国 日本 EU 中国 ベトナム
プライバシー

政策 原則自由 原則として本人同意が必要 制限 －

関連法規制

連邦取引委員会
（FTC）法、
グラム・リーチ
・ブライリー法
（GLBA）
（1999）

個人情報保護法
（2012）、
情報通信

ネットワーク法

個人情報保護法
（2003）

EU 一般データ
保護規則

（GDPR）
（2018）

中国サイバー
セキュリティ法

（2017）、
中国電子

商取引法（2019）

サイバー
情報保護法
（LCIS）
（2016）

アジア太平洋
経済協力
（APEC）

越境プライバシー保護ルール
（CBPR: Cross Border Privacy Rules）（2011） － － －

産業情報 原則自由（安全保障関連は例外）

データ管理／
利用の主導権

産業 － － 個人 国家 －

個人データ移転を図る枠組みの
構築（2018）

出所）「データの世紀―日米欧で「データ貿易圏」情報流通のルール作り」（日本経済新聞、2018年10月19日付）およ
び渥美酒井法律事務所・外国法共同事業「諸外国の個人情報保護制度に係る最新の動向に関する調査研究報告書」（平
成30年3月）個人情報保護委員会（PPC）を基に作成
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において親しい友人と、日本で最も人気のある
SNS の一つ、LINE を通じてサイバー空間でコ
ミュニケーションしたり、情報を交換したりし
ており、ヤフーや楽天、メルカリのようなサー
ビスが提供する商業スペースで電子商取引を享
受しでいる。加えて、アメリカ最大のオンライ
ンショップのアマゾンも、日本人の顧客の多く
がクレジットカードを決済手段とする「経済
圏」で彼らの購入記録を収集している。アジア
の電子商取引市場を考えると、このアマゾンと
中国のアリババとの東南アジア市場をめぐる
「経済圏」拡張競争が見られる。

将来のビジネスでは「データを制する者が世
界を制する」と言われ原則が支配的となると考
えられている5。実際にデータ駆動型経済が歩
み始めている。しかしながら、そのデータとは
何か、そのデータから何が推測できるか？通信
事業者やインターネットサービス供給業者は加
入者のオンライン上での行動履歴を収集し、オ
ンラインショップ運営業者は顧客の購買履歴を
保有している。そして金融ビジネスは顧客の資
産管理を担っている。これらのビジネスの融合
は、グローバルな ICT 生態系の将来における
優位性獲得のための主戦場となるであろう。そ
こに集約されたデータから理解されるべきこと
は、ICT 生態系の中でグローバルバリュー
チェーン（GVC）が展開されている文化経済
を理解することであり、地政学や地理経済学を
超 え た「地 理 情 報 学（地 情 学）」（“geo-
informatics”）の視点が求められている。

注
1 「アリババ、日本版スマホ決済延期 情報流出に

懸念の声」【イブニングスクープ】2018／3／1618：
00日本経済新聞 電子版（https://www.nikkei.com
/article/DGXMZO28228340W8A310C1EA6000/）

2 「米、中国大手2社の通信機器 調達禁止へ」（日

本経済新聞、2018／4／18付）
なお、“backdoor”とは、本来は ID やパスワード
を使って使用権を確認するコンピュータの機能を無
許可で利用するために、コンピュータ内に（他人に
知られることなく）設けられた通信接続の機能であ
る。“kill-switch”とは、機械の操作部品の一つで、
非常時などに押すと即座に機能を停止させたり、電
源を落としたりすることができるスイッチである。

3 新幹線が海外で売れないことについては、平田オ
リザ『下り坂をそろそろと下る』講談社現代新
書，2016年、pp．193‐197で興味深い議論がなされ
ている。

4 技術軌道の経路依存性については、David, P. A.
（2000）を参照。ここでは、制度を含めた慣習の経
路依存性が技術の社会的受容（social shaping）の
制約となるものとして議論する。

5 「アリババ馬氏、孫社長に突きつけた「ある忠告」
ネット興亡記（9）ネット興亡記第3部」（日経新聞
2019／1／15（2019／1／25更新）
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